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意見の要旨及び市の考え方 

 平成３１年 ２月１４日から ３月１５日までの３０日間，市民の皆さんから 

「守谷市地域防災計画（風水害対策編）（案）」，「同（事故災害対策編）（案）」及び

「同（地震災害対策編）改訂表」に対する意見を募集しました。 

 この期間，市民の皆さんから寄せられたご意見の要旨及びご意見に対する当市の

考え方は次のとおりです。 

    

◎ペット同行避難の平時からの準備等について  

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

災害時のペット同行避難については，

平常時から準備，計画，訓練が必要です。 

 

 

１ 

◇原案どおりとします 

平常時からの準備については，各個人

の責任において行われ，計画，訓練につ

いては，守谷市地域防災計画（地震災害

対策編）第４章第６節第７「ペット保護

対策」や茨城県災害時愛玩動物救護ガイ

ドライン等を参考に各自治会，自主防災

組織等で検討されるものと考えます。 

このことから原案のとおりとします。 

 

◎あらかじめペット同行避難が可能な避難所を示しておく 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

あらかじめペット同行避難が可能な

避難所を示しておけば速やかに避難で

きる。 

 

 

１ 

◇原案どおりとします 

守谷市地域防災計画において，基本的

にペット同行避難を想定しており，災害

応急対応時期におけるペット保護対策

を考えております。 

避難所は，被害状況に応じて市の災害

対策本部が判断し，必要な避難所を開設

します。この時，ペット同行避難者のい

る避難所にペットの避難施設を開設し

ます。このことから，ペット同行可能な

避難所として特に指定することは考え

ておりません。  

このことから原案のとおりとします。 

 

◎守谷市地域防災計画（風水害対策編）（案）第２章第２節第３ ２について 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

守谷市地域防災計画（風水害対策編）

（案）第２章第２節第３ ２「内水施設

の点検・操作」に樋管の名称・場所を追

記する。 

１ 

◇原案のとおりとします。 

 守谷市地域防災計画（風水害対策編）

（案）第２章第２節第３ ２「内水施設

の点検・操作」は，樋管点検・操作の目
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的を定めたものであるため，樋管の名

称，場所の記載はしておりません。 

このことから原案のとおりとします。 

 

◎守谷市地域防災計画（風水害対策編）（案）第２章第２節第４ ３について 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

守谷市地域防災計画（風水害対策編）

（案）第２章第２節第４ ３「情報の入

手と共有」に「降水ナウキャスト」を追

記する。 

（「雷ナウキャスト」，「竜巻発生ナウ

キャスト」は記載されているが，「降水

ナウキャスト」が記載されていない。） 

１ 

◇原案のとおりとします。 

 「情報の入手と共有」の項目では，気

象庁，国土交通省及び県の発する全ての

情報を入手し，関連機関等を活用し情報

を共有することを総括的に定めている

もので，「降水ナウキャスト」の個々の

情報内容の追記は適さないと考えます。 

また，守谷市地域防災計画（風水害対

策編）（案）第２章第２節第５「竜巻注

意情報時の安全確保」には，情報入手先

として「雷ナウキャスト」，「竜巻発生ナ

ウキャスト」が記載されていますが，こ

れは雷発生情報の入手について定めて

いる項目であるため，記載しているもの

です。 

このことから原案のとおりとします。 

 

◎守谷市地域防災計画（風水害対策編）（案）第２章第２節第４ ５について 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

守谷市地域防災計画（風水害対策編）

（案）第２章第２節第４ ５「地下空間

の浸水対策」に「下水道用マンホールの

ふた」の安全対策を記載する。 

 

 

１ 

◇原案どおりとします。 

 守谷市のマンホール蓋は，計画的に鍵

付きマンホール蓋（マンホール蓋が下方

からの水圧等で上方に飛ばない様に鍵

がついており，圧力を逃す小さな穴がい

くつか開いているものです。）への更新

を進めており（平成３０年度末進捗率

99.7％），今年度で終了します。このた

め記載しておりません。 

このことから原案のとおりとします。 

 

◎守谷市地域防災計画（事故災害対策編）へ想定される事象の追記 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

事件，感染症，テロ，戦争の想定される

事象について危機管理の対象として，守

谷市地域防災計画（事故災害対策編）へ

追記する。 

１ 

◇原案どおりとします。 

 守谷市地域防災計画は，災害対策基本

法及び同施行令に基づく災害及び異常

な現象について，守谷市の特性を考慮し
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制定されておりますので，ご意見の事

件，感染症，テロ，戦争等については対

象となっておりません。 

また，武力攻撃，テロ等事態について

は，国民保護計画に属する事項であり，

守谷市国民保護計画に定められていま

す。 

このことから原案のとおりとします。 

 


